
 

令和２年度 障害者就労施設等からの物品等の調達実績の概要 

 

総 務 省 

                                 

 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成 24 年

法律第 50 号。以下「法」という。）第７条の規定に基づき、令和２年度障害者就労施設

等からの物品等の調達実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、厚生労働大臣に通

知する。 

 

１ 令和２年度の経緯 

  令和２年度については、法第６条の規定に基づき、「障害者就労施設等からの物品

等の調達の推進に関する基本方針」（平成 25 年４月 23 日閣議決定）に即して、平成

25 年度以降における総務省の障害者就労施設等からの物品等の調達を図るための方

針（調達方針）に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 

 

２ 物品等の調達実績 

  障害者就労施設等からの物品等の調達については別添のとおりである。 

  なお、物品・役務の品目及び調達先の分類については、調達方針中の別紙に基づく

ものである。 

 

３ 令和２年度調達実績に関する評価 

令和２年度の調達については、115 件：26,703 千円であった。 

予算の適正な執行並びに競争性及び透明性の確保に留意しつつ、随意契約の活用等

を通じて、障害者就労施設等からの物品等の調達を実施した結果、一部の品目につい

ては、前年度実績を下回ったものの、全体としては、件数及び契約額ともに前年度実

績を上回ることができた。 

次年度においては、本年度の実績をさらに上回ることを目標に、法の趣旨に鑑み、

障害者就労施設等からの物品等の調達の推進により一層努めていくこととする。 






